
子育てに関連する休暇等の制度　一覧
通勤緩和休暇通勤緩和休暇通勤緩和休暇通勤緩和休暇出産休暇出産休暇出産休暇出産休暇

育児部分休業育児部分休業育児部分休業育児部分休業育児短時間勤務育児短時間勤務育児短時間勤務育児短時間勤務 子育て支援部分休暇子育て支援部分休暇子育て支援部分休暇子育て支援部分休暇
男性の育児参加休暇男性の育児参加休暇男性の育児参加休暇男性の育児参加休暇（５日以内）（５日以内）（５日以内）（５日以内）共共共共通通通通 育児時間（休暇）育児時間（休暇）育児時間（休暇）育児時間（休暇）（１日２回，それぞれ45分）（１日２回，それぞれ45分）（１日２回，それぞれ45分）（１日２回，それぞれ45分）家族看護等休暇家族看護等休暇家族看護等休暇家族看護等休暇（１年につき５日以内（義務教育終了前の子を２人以上養育する場合は，５日をその者の看護等のために加えた期間））（１年につき５日以内（義務教育終了前の子を２人以上養育する場合は，５日をその者の看護等のために加えた期間））（１年につき５日以内（義務教育終了前の子を２人以上養育する場合は，５日をその者の看護等のために加えた期間））（１年につき５日以内（義務教育終了前の子を２人以上養育する場合は，５日をその者の看護等のために加えた期間））休休休休暇暇暇暇・・・・休休休休業業業業（（（（無無無無給給給給）））） 男男男男女女女女共共共共通通通通 育児休業育児休業育児休業育児休業（１歳（保育所に入所できないなど，一定の場合には，（１歳（保育所に入所できないなど，一定の場合には，（１歳（保育所に入所できないなど，一定の場合には，（１歳（保育所に入所できないなど，一定の場合には，２歳）に達する日まで，育児休業手当金が支給されます。）２歳）に達する日まで，育児休業手当金が支給されます。）２歳）に達する日まで，育児休業手当金が支給されます。）２歳）に達する日まで，育児休業手当金が支給されます。）

・定期健診・予防接種・保育所等行事への参加 ・健康診断・予防接種・学校行事への参加 ・健康診断・予防接種・学校行事への参加
特特特特別別別別休休休休暇暇暇暇（（（（有有有有給給給給）））） 女女女女性性性性 妊娠障害休暇妊娠障害休暇妊娠障害休暇妊娠障害休暇（14日以内）（14日以内）（14日以内）（14日以内）妊産婦健診休暇妊産婦健診休暇妊産婦健診休暇妊産婦健診休暇男男男男性性性性 配偶者出産休暇配偶者出産休暇配偶者出産休暇配偶者出産休暇（３日以内）（３日以内）（３日以内）（３日以内）男性の育児参加休暇男性の育児参加休暇男性の育児参加休暇男性の育児参加休暇※第二子以降の場合※第二子以降の場合※第二子以降の場合※第二子以降の場合

【１歳６か月～３歳未満】【１歳６か月～３歳未満】【１歳６か月～３歳未満】【１歳６か月～３歳未満】 【３歳～小学校前】【３歳～小学校前】【３歳～小学校前】【３歳～小学校前】 【小学校１～３年生】【小学校１～３年生】【小学校１～３年生】【小学校１～３年生】 【小学校４年生～【小学校４年生～【小学校４年生～【小学校４年生～中学校３年生】中学校３年生】中学校３年生】中学校３年生】子子子子育育育育てててて機機機機会会会会 ・妊婦の定期健診・第二子出産時の第一子の世話 ・出産・入退院・出生届提出 ・子の世話 ・定期健診・予防接種・保育所入所・保育所への送迎 ・定期健診・予防接種・保育所等行事への参加時期時期時期時期 【産前】【産前】【産前】【産前】 【８週間前】【８週間前】【８週間前】【８週間前】 【出産】【出産】【出産】【出産】 【８週間未満】【８週間未満】【８週間未満】【８週間未満】 【８週間後～１歳６か月】【８週間後～１歳６か月】【８週間後～１歳６か月】【８週間後～１歳６か月】


